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1 はじめに

これまで生活道路に関する要望については、評価基準に基づき評価し、評価検討委員会

に諮り、優先順位を決め、事業化してきました。

しかしながら、地域による評価の偏りや実現が難しい要望が長年にわたり残るなど、運

用管理する上で弊害が発生しております。

そのため、このたび運用を見直し、令和６年１０月１日より運用してまいります。

つきましては、要望書を作成・提出する際の手引きを作成しましたので、参考にして頂

ければ幸いです。

2 対象となる整備

3 手続きのながれ

※1 鴻巣市生活道路等整備箇所評価検討委員会は毎年10月頃開催します。

※2 評価結果の通知は委員会後となりますので、11月以降となります。

種別 内容

道路改修 舗装の打替え、側溝の入替え等を行い、既存道路の状態

を維持管理するために改修するもの

道路改良 狭あいな道路の拡幅、未舗装道路の舗装の新設、側溝の

新設等を行い、道路を一体的に整備するもの

水路改修 水路を維持管理するために既存水路を整備するもの

農道整備 農道（ 主に耕作のために利用されている道路をいう。）

を整備するもの

①事前相談
②要望書の

作成・提出
③要望内容の評価 ④評価結果の通知

道路にて要望出来る

内容かどうかを確認

させて頂きます。

所定の様式にて要望

書を作成して頂きま

す。

道路課にて各要望内

容ごとに一次評価を

行い、評価委員会※

1に諮ることで評価

を決定します。

決定した評価を要望

者へ通知します。

※2



4 手続きの詳細

① 事前相談時の要望内容の確認

相談票を用いて、要望内容を整理します。

事前に要望者の方で記入してもらえれば、スムーズにお話ができます。

〇相談票



②-1 要望書の作成

必要となる書類及び記入要領は、以下のとおりです。

〇生活道路等の整備に関する要望書（様式第1号）

要望書一式の鑑となる様式です。



ＮＯ 項目名 記入要領

１ 要望者 自治会長及び土地の所有者名にて記入してください。

２ 土地の所在 対象地の地番を記入してください。（不明な場合は「地先」で可）

３ 整備の種別 当てはまる整備種別を〇で囲んでください。

４ 整備を希望

する理由

現状（交通量や危険性、通学路指定の有無など）の説明をしてく

ださい。

５ 添付資料 （1）案内図 要望箇所の位置が分かる図面を作成してください

（縮尺自由）

（2）現地の状況が分かる写真 近景と遠景とで数枚程度を撮影

してください。

（3）整備同意書（様式第2号）

（4）その他必要な書類

※（３）、（４）については、次項以降を参照



〇整備同意書（様式第2号）

〇当該要望が、要望箇所沿

線の皆さまの理解を得て

いるか確認するための様

式です。

原則すべての土地の所

有者より同意を得て頂き

ます。

自治会の承認を得た要

望である場合には、地域の

総意として考慮します。

また、一部の同意に留ま

る場合には、整備が難しい

状況となります。

ＮＯ 項目 記入要領

１ 土地所有者又は居住者

（世帯主）

要望箇所沿線の土地所有者、居住者等の皆様が自署し

てください。

２ 所有する土地の地番 当該土地の地番を記入してください。



〇その他必要な書類

土地譲渡等承諾書（様式第3号）

〇拡幅を伴う道路改良な

ど、整備種別により用地の

確保、物件の移転等が必要

な場合には、併せてこれら

の様式を添付していただ

きます。

〇用地や物件移転等のご

協力が頂けない場合には、

要望を受け付けできない

場合があります。

物件移転等承諾書（様式第4号）



②-1 要望書の提出

要望書の提出先は、都市建設部道路課（本庁舎2階）となります。

提出の際は、正・副各１部 合計２部ご用意ください

（副本に受付印を押印し、返却します。）

5 要望後の流れ

要望を受付後、道路課にて、整備の内容ごとに一次評価を実施します。

評価の結果は、評価検討委員会に諮った上で決定し、要望者に通知します。

③ 要望内容の評価

別に定める評価表に基づき、整備種別ごとに点数評価を行った上で、優先度の高い順に

Ａ～Ｃの３段階に分類します。

別表第１（第４条関係）

土地譲渡等承諾書（様式第3号）

ＮＯ 項目 記入要領

1 所有する土地の

地番

整備見込み地の地番を記入してください。

物件移転等承諾書（様式第4号）

ＮＯ 項目 記入要領

１ 物件の所在する

土地の地番

整備見込み地の物件が存する地番を記入してくださ

い。

２ 物件の種類 整備見込み地内に存する物件の種類（家屋、門塀、生垣

など）を記入してください。

ランク 整備区分 摘要 評価点

Ａ 優先整備
整備による効果が期待でき、優先的に整備していく

もの
７５点以上

Ｂ 順次整備 Aに次いで順次整備していくもの
５０点以上

７５点未満

Ｃ 整備不可 現状では整備することができないもの ５０点未満



④ 評価結果の通知

評価検討委員会においる評価の確定を受け、当該結果を要望者へ通知します。

（1）事業化を検討する箇所は、Ａランクに該当した箇所から選定します。

※Ａランクがない場合、地域のバランスに考慮する場合には、Ｂランクから選定する

場合もあります。

（2）Ｃランクの場合には、通知後、要望としての取り扱いは致しません。

〇生活道路等の整備に関する事業評価等結果通知書

〇この通知は、あくまで評価

の結果を明らかにするもので

あり、事業化の可否をお知ら

せするものではありません。

事業化に際しては別途、道

路課からご連絡させて頂きま

す。

ランク 整備区分 摘要 評価点

Ａ 優先整備

整備による効果が期待でき、優先的に整備

していくもの

７５点以上

Ｂ 順次整備 Aに次いで順次整備していくもの

５０点以上

７５点未満

Ｃ 整備不可 現状では整備することができないもの ５０点未満


